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スキャデンは、日本において「外国法共同事業」として活動してお
り、外国法に基づく資格を有する弁護士と、日本国内で弁護士登
録を行い日本の裁判所に出廷する資格を持つ「弁護士」との間で
緊密な連携を図っています。日本語と英語を流暢に操る当事務
所の弁護士らは、クライアントの経営幹部、社内法務担当者、取締
役会に対して、高度なクロスボーダー案件について定期的に助言
を行っており、あらゆる局面において、情報に基づく意思決定や
社内の連携強化を支援しています。このような日本でのプレゼン
スと世界有数の法律事務所としてのリソースを組み合わせること
により、スキャデンは、グローバルに事業を展開する日本のクライ
アントにとって最も重要な法的、商業的及び文化的配慮を踏まえ
た助言を提供することが可能となっています。

法的・規制環境がますます厳しくなる中多くの日本企業はその対
応を迫られていますが、これには法域間・ステークホルダー間の
垣根を超えた綿密な調整が必要とされます。スキャデンでは、日
本法弁護士と国際弁護士で構成される統合チームが、各組織に
おける戦略的な道筋とビジネス上の優先事項とのすり合わせ、社
内の合意形成、クロスボーダーリスクの効率的な管理を支援し、
すべての案件において、日本のビジネス慣行や意思決定プロセ
スに対する理解を活かし、案件のあらゆる局面においてクライア
ントの本社チームや現地の意思決定者をサポートしています。

スキャデンはこれまで長年にわたって日本を代表する企業との関
係を築いており、その業界は、商社や多角化産業コングロマリッ
ト、金融サービス、通信、エンターテインメント、半導体、製薬業な
ど多岐に渡ります。

日本及び世界の各オフィスに所属するスキャデンの弁護士
は、M&A、合弁事業、債券や株式による資金調達、訴訟・仲裁、政
府による調査、株主アクティビズム対策、投資ファンド案件、事業
再編など様々な案件において総合的なアドバイスを提供します。

スキャデンとその所属弁護士は、Chambers Asia-Pacific、The 
Legal 500 Asia Pacific、IFLR1000、Asia Business Law Journalなど
において、日本市場におけるリーダーとして常に高い評価を得て
います。

専門分野 
当事務所の弁護士は、下記を含む日本関連の様々な案件におい
て豊富な経験を有しています：

M&A及び合弁事業
スキャデンは、日本、米国、欧州及びその他のグローバル市場に
おいて、日本企業や国際企業が関与する様々な公開・非公開の
合併、買収、及び合弁事業のストラクチャリングや交渉を行ってい
ます。日本における複雑なクロスボーダーM&Aの文化的・商業的
側面に精通し、広範な地理的ネットワークと非常に幅広い専門性
を有していることから、多法域をまたぐ非常に高度な取引の完遂
に欠かせない事項について総合的なアドバイスを提供すること
ができます。

スキャデンは、40年近くにわたり、日本の企業や金融機関、投資家などに
対して、世界を舞台とする、重要なクロスボーダー取引、紛争、調査、資金調
達、ガバナンスなどの案件について助言を行ってきました。東京オフィスは
1987年に当事務所初の海外オフィスとして設立され、世界中の主要な金融
センターを網羅する他のオフィスのメンバーを加えて統合されたチームとと
もに、クライアントが直面する数多くの複雑な課題について、法域間・業界
間をまたいで市場をリードしてきた経験に基づく実務的かつビジネス志向
の助言を提供し支援を行っております。
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Chambers Asia-Pacific、The Legal 500 Asia Pacific及びIFLR1000
において、日本のコーポレート／M&A分野におけるトップクラス
の事務所として高い評価を得ています。

キャピタルマーケット
スキャデンには、歴史的な大型IPOや数十億ドル規模の債券発行
など、日本の発行体による著名なキャピタルマーケット取引を数
多く成功させてきた実績があります。当チームの弁護士は日本語
と英語の両方に堪能であり、グローバル市場で企業が発行する
株式、債券、ハイブリッド証券の全分野において豊富な経験を有
しています。 

LSEGが発表した2025年の実績ランキングでは、スキャデンは、
日本における株式及び株式関連オファリングにおいて発行体を
代理した国際法律事務所のうち、取引額と取引件数の両方で第1
位を獲得しています。また、Chambers Asia-Pacific、The Legal 500 
Asia Pacific、IFLR1000において、日本のキャピタルマーケット部
門で常にBand 1にランクインしています。

訴訟、仲裁及び調査
スキャデンはこれまで、複数の裁判地や法域にまたがる重大な米
国及び国際的な訴訟、仲裁、政府調査案件において日本の大手
企業を数多く代理してきており、国境をまたぐ紛争に直面した日
本企業に対し、あらゆる段階において戦略的な洞察を提供しそ
の対応を支援します。 当チームは日本語と日本の慣習に精通し
ているため日本国内のステークホルダーと直接対話することがで
き、日本の多国籍企業に適用されるすべての法制度をカバーした
シームレスな業務の遂行が可能です。クロスボーダー案件におい
て、効果的な意思決定を行いこれを実行に移すためには、こうし
た法域間をまたぐ連携は欠かせません。

株主エンゲージメント、アクティビズム
当事務所は、機関投資家やアクティビスト株主とのエンゲージメ
ントについて日本企業及びその取締役会に助言を行っており、
特に株主と足並みを揃え合意形成を図ることを目的としたアウト
リーチ活動やコミュニケーション計画の策定をサポートしていま
す。また、アクティビズム関連の問題が発生する前に、かかる問題
を特定しこれに備えることを目的として、社内スタッフ及び外部専
門家から成る専任チームの編成についても支援を行っています。
問題が発生した際には、クライアントと緊密に連携して提案内容
と実行可能なすべての戦略的選択肢を評価した上で、交渉によ
る和解、あるいは委任状争奪戦での勝利を目指します。

投資ファンド
当事務所は、機関投資家やアクティビスト株主とのエンゲージメ
当事務所は、日本企業及び不動産投資に特化した投資ファンドや
プライベート・エクイティ・ファンドの設立を支援しているほか、日
本でファンドの募集を目指す海外ファンドマネージャーに対し、フ
ァンドの組成、ライセンス取得、及び日本の規制要件への対応に
ついて助言を行っています。東京及び海外での確立されたプレゼ
ンスと、複雑な証券法、現地の規制枠組み、及び国際税法関連事
項に関する深い知見を兼ね備え、日本を舞台とする様々な投資フ
ァンド取引を扱う体制を整えています。

企業再編
スキャデンの弁護士は、社内再編、スピンオフ、事業売却、価値の
再構築を図るその他の手法を含む、主要な企業再編・再構築の
すべてにおいて豊富な経験を有しています。また、連邦破産法第
11章に基づく手続きについて企業に助言を行うほか、債務再編
やその他の破産関連の場面における債権者である金融機関に対
する助言も行っています。



3  Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates

日本

スキャデンの広範に渡る専門分野

	- 独占禁止法／競争法
	- 人工知能
	- キャピタルマーケット
	- コーポレートガバナンス
	- 企業再編
	- 危機対応・管理
	- サイバーセキュリティ・データプライバシー
	- デジタルインフラ
	- エネルギー・インフラプロジェクト
	- 環境法
	- 役員報酬・福利厚生
	- FDA規制
	- 金融
	- 金融機関
	- 金融機関規制
	- フィンテック
	- 知的財産・技術
	- 知的財産権訴訟
	- 国際訴訟・仲裁

	- 国際貿易
	- 投資運用
	- 労働・雇用
	- ライフサイエンス
	- 訴訟
	- 集団訴訟、保険及び消費者訴訟 
	- M&A
	- 米国国家安全保障
	- 米国以外の国による外国直接投資審査
	- 政治活動における法規制コンプライアンス及び調査
	- プライベートエクイティ
	- 不動産
	- SECへの報告制度及びコンプライアンス
	- 証券訴訟
	- 株主エンゲージメント及びアクティビズム
	- ストラクチャードファイナンス
	- 税務
	- ホワイトカラー犯罪の弁護及び調査


